
特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会 定款

第 1章 総 則

(名称 )

第1条 この法人は、特定非営利活動法人江戸城天守を再建する会という。

2英文表示の名称を、Edo Casti● Tower Recons●κtion goupとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2前項のほか、従たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)

第3条  この法人は、広く一般市民を対象として、1657年の明暦の大火により失われた江戸城の調査研究、並びに再建、

維持・管理、運営事業を行う。これらにより、魅力ある東京の国際的な観光交流都市形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)まちづくりの推進を図る活動

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)国際協力の活動

(4)経済活動の活性化を図る活動

(5)観光の振興を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)江戸城天守再建の規模・株式、実施方法等の調査・検討並びに建設を行う事業

(2)再建江戸城天守の有効活用をはかるため、歴史・文化・観光等についての調査・研究並びに維持・管理、運営を行う

事業

(3)江戸城天守再建の意義・必要性及びその実現方法並びに維持・管理、運営等について広報宣伝する事業

(4)江戸城天守再建の世論喚起のためのシンポジウム等のイベントを実施する事業

(5)歴史・文化・観光等の街づくりに関わる各種団体・機関と連携をする事業

2 この法人は次のその他事業を行う。
(1)日 本の歴史文化に関連する物品の販売事業

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、第 1項に掲げる

事業に充てるものとする。

第 2章 会 員
(種別)

第6条 この法人の会員は、次の 4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員(メンバー)この法人の目的に賛同して入会した個人および団体

(2)準会員 (アソシエイトメンバー)この法人の目的に賛同し、協力するために入会した個人および団体

(3)賛助会員 (パートナー)この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人および団体

(4)学生会員 (ステューデント)この法人の目的に贅同して入会した学生

(入会 )

第7条  会員の入会については、特に条件を定めない。



2会員として入会しようとするものは、理事会が別途定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。

3理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもつて本人にその旨通知しなけ

ればならない。

(会費)

第8条  会員は総会において定める「年会費」を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失 )

第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会 )

第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還 )

第12条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第 3章 役 員 等

(種別及び定数)

第13条 この法人は次の役員を置く。

(1)理事  5名 以上20名以内とする

(2)監事  1名 以上3名以内とする

2理事のうち1人を理事長とする。

副理事長、専務理事、常務理事を若干名置くことができる。

(選任等 )

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事会において互選する。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該

役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。

4法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。

5監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務 )

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2副理事長、専務理事、常務理事は、理事長を補佐する。

3理事長に事故がある時又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が選出した者を理事長が承認し、理事長

が指名した順序によってその職務を代行する。
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4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この業務を執行する。

理事会は理事長の招集により、原則として年4回開催する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反

する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。また、理事会の開催を

招集することができる。

(任期等)

第16条  役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

2補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

3前 2項の規定に関わらず、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終

結するまでその任期を伸長する。

4役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任 )

第18条 理事が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2監事が第 1項の (1)、 (2)の何れかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することが出来る。

3理事長、副理事長、専務理事、常務理事が第 1項の (1)、 (2)の何れかに該当する場合には、理事会の議決により、そ

の役職を解任することが出来る。

4前 3項の規定により、役員又は役職を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければ

ならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会長、願間)

第20条 定款第13条に定める役員のほか名昔会長1名、会長1名 、副会長は4名 以内、順間は 30名以内を置くことができる。

2会長、副会長、顧間は本会に功労のあつた者、並びに本会の使命に基づき貢献が期待される者のうちから、

理事会の推薦により、理事長が委嘱する。また、左記に準じ、他の役職を置くこともできる。

3会長、副会長、顧間は本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べることができる。

4会長、副会長、顧間の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

第 4章 会 議

(種別 )

第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
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2総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能 )

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業報告及び決算

(4)役員の選任および解任

(5)年会費の額

(6)解散における残余財産の帰属先

(7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第24条 通常総会は、年1回開催する。

2臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があつたとき。

(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があつたときは、その日から30日 以内に臨時総会を

招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、開催

日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面または電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
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その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能 )

第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(4)借入金

(5)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(理事会の開催 )

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第15条第5項 5号の規定に基づいて招集するとき。

(理事会の招集)

第34条 理事会は、前条第 1項第3号の場合を除いて理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号の規定による請求があつたときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により開催日

の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長 )

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権 )

第37条 各理事の表決権は平等なものとする。

2やむ得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法

をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面もしくは電磁的方法の表決者にあつては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果
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(構成)

第39条

(区分)

第40条

(管理 )

第41条

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

第 5章 資 産

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)年会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の 2種とする。

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならない。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2種とする。

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり、12月 31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て総会

に報告しなければならない。

(暫定予算 )

第46条 前条の規定かかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算

成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業計画及び予算の変更)

第48条 予算成立後にやむ得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、事業計画及び既定予算の追加又は更正

をすることができる。

(事業報告及び決算 )
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第49条この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、

速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

月
‘



第 7章 定款の変更 、解散及び合併

(定款の変更)

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、

法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

2この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)した場合は

所轄庁に届け出なければならない。

(解散 )

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3第 1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属 )

第52条 この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項

に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併 )

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証

を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法)

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第 28条の 2第 1項に

規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置)

第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第56条 職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

０
０



付 則

:この定款は、法人の成立の日(登記された日)から施行する。

2この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長     ′1ヽ竹 直隆

副理事長    山田 学

副理事長    上‖1勇治

理事      江川 順一

理事      萩原 廣―

理事      百瀬 光正

理事      今日 謙

理事      金成 秀幸

理事      j:l村 耕太郎

理事      安蔵 順―

監事      岩本 龍治

監事      野々山 桂

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、

この法人成立の日から平成19年 2月 28日 までとする。

4この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人

成立の日から平成18年 12月 31日までとする。

5この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによる。

6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員 個人会員

正会員 団体、法人会員

学生会員

賛助会員 個人

賛助会員 団体

年会費 3,000 円

50p∝)円

1,000円

1,000 円

10,000 円

″

″

″

″

(平成 26年 8月 1:日 改定)

7第 54条変更

(平成 30年 3月 7日改定)

8第 5条、第 7条、第 8条、第 13条、第 14条、第 15条、第 16条、第 18条、第 23条、第 39条変更

(令和元年7月 11日 改定)

9第 5条、第 6条変更                           (令 和 8年 3月 7日改定)

０

一



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

令和 8年度 事業計画書

特定非営利活動法人江戸城天守を再建する会

1 事業実施の方針

江戸城天守再建の世論喚起に向け最大の課題は会員数を増加することと、国会への請願署名 10万筆達

成への仕組みつくりです。そのため再建に向けた課題の整理とSNSを活用 した広報活動に重点的に

取組ます。また財政基盤の確立を目指しクラウドファンディングに取組むほか新たに御城印など日本

の歴史文化に関連する物品の販売事業を始めます。

2 事業実施に関する計画

(1)特定非営利活動に係る事業 事業費の総費用 11,217千円

定款に記載された事業

名
事業内容 日時 場所 従事者

人数

受益対象

者範囲

受益対象

者人数

事業費

(千円)

(1)江戸城天守再建の規

模・様式・実施方法等

の調査・検討並びに建

設を行う事業

天守再建に際し課題と

なることについて有識

者の考えを伺い検討す

る

通年
名古屋

都内
10

会員およ

びお城好

き市民

500
574

(2)再建江戸城天守の有

効活用をはかるため、

歴史・文化・観光等に

ついての調査・研究並

びに維持・管理・運営

を行う

江戸時代の文化歴史を

学ぶ「江戸城サロン」

を開催する

通年
都内

6

会員およ

び江戸文

化愛好家

100 1,449

(3)江戸城天守再建の意

義・必要性及びその実

現方法並びに維持・管

理・運営等について広

報宣伝する事業

。江戸城かわら版を年

4回発行する

。LINE、 Xな どSNS

を高頻度で発信するほ

か YOuTube公式チャ

ンネルで江戸城再建動

画を毎週配信する

1,4,7,10

月

通年

都内

10

10 会員およ

びお城好

き市民

3,000
5.978

(4)江戸城天守再建の世

論喚起のためのシンポ

ジウム等のイベントを

実施する事業

・千代田区内でのイベ

ントのほか各地のイベ

ントで国会への請願署

名活動を行う

。東御苑など歴史散策

ツアーを実施する

通年

通年

全国

都内

100

10

江戸城再

建賛成市

民

会員およ

び歴史好

10,000

300

2,529



・お城 EXPO、 戦国武

将 EXPO等 に参加す

る

2月 12

月

東京

横浜

50 き市民 5,000

(5)歴史・文化・観光等

の街づくりに関わる各

種団体・機関と連携を

する事業

・千代田区観光協会と

の協業で夏休み企画を

実施する

・千代田区各種団体と

協業しイベントを開催

する

8月

下期
都内 10

会員およ

び歴史好

き市民

1,000 687

(1)そ の他の事業 事業費の総費用 218千円

定款に記載された事業名 事業内容 日時 場所 従事者

人数

事業費

(千円)

日本の歴史文化に関連

する物品の販売事業

江戸城御城印を当会の

イベント、署名活動等

において販売する

通年

東京都内

全国のイベント会

場等

10
218



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

令和 9年度 事業計画書

特定非営利活動法人江戸城天守を再建する会

1 事業実施の方針

江戸城天守再建の早期実現に向け運動を加速する。請願署名については個人のほか、協力いただける

法人団体を開発する。引続き会員拡大を目指し行動する。

2 事業実施に関する計画

(1)特定非営利活動に係る事業 事業費の総費用 11,466千 円

定款に記載された事業

名
事業内容 日時 場所 従事者

人数

受益対象

者範囲

受益対象

者人数

事業費

(千円)

(1)江戸城天守再建の規

模・様式 。実施方法等

の調査・検討並びに建

設を行う事業

天守再建に際し課題と

なることについて有識

者の考えを伺い検討す

る

通年
名古屋

都内
10

会員およ

びお城好

き市民

1,000
587

(2)再建江戸城天守の有

効活用をはかるため、

歴史 。文化・観光等に

ついての調査 。研究並

びに維持・管理・運営

を行う

江戸時代の文化歴史を

学ぶ「江戸城サロン」

を開催する

通年
都内

6

会員およ

び江戸文

化愛好家

100
1,481

(3)江戸城天守再建の意

義 。必要性及びその実

現方法並びに維持・管

理・運営等について広

報宣伝する事業

・江戸城かわら版を年

4回発行する

。SNSを高頻度で発

信するほか友達登録数

を令和 7年末から倍増

する

1,4,7,10

月

通年
都内

10

10
会員およ

びお城好

き市民

5,000 6,111

(4)江戸城天守再建の世

論喚起のためのシンポ

ジウム等のイベントを

実施する事業

・千代田区内のほか全

国各地のイベント数を

増やしで国会への請願

署名活動を行う

。東御苑など歴史散策

ツアーを実施する

・お城 EXPO、 戦国武

将 EXPO等 に参加す

る

通年

通年

2月 12

月

全国

都内

東京

横浜

100

10

50

江戸城再

建賛成市

民

会員およ

び歴史好

き市民

15,000

400

6,000

2,585



(5)歴史・文化・観光等

の街づくりに関わる各

種団体・機関と連携を

する事業

・千代田区観光協会と

の協業で夏休み企画を

実施する

。千代田区各種団体と

協業しイベントを開催

する

8月

下期
都内 10

会員およ

び歴史好

き市民

2,000 703

(1)そ の他の事業 事業費の総費用 261千円

定款に記載された事業名 事業内容 日時 場所 従事者

人数

事業費

(千円)

日本の歴史文化に関連

する物品の販売事業

江戸城御城印を当会の

イベント、署名活動等

において販売する。従

来とは異なる商品を開

発する

通年

東京都内

全国のイベント会

場等

10
261



書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和8年度 活動予算書 (その他事業が立」登場合)
特定非営利活動法人江戸城天守を再建する会

合計
その他事業

金  額  小計・合計
科 目R3

特定非営利活動に係る事業

金  額   小計・合計

7,990,000

ン グ

3

4

5

取
ヽ
＾

ず
が

、ム
肌

‐‐り―

´ 取助

の の

」員

一貝

［員

］員

ム
バ
△
広
ム

附

助

(個 人)
(団体)
(個 人)
(団体)
員 (個人 )
員 (団体 )

ア́ンアフ

益

ド

収

ウ

業

ラ

事

ク

2 受取

ヽ
、
降ヨ

人

人
個

定

個

個

＜

特

‘
＜

員
＜

員

員

会

外

会

会

助

員

正
準

賛

会

4,030,000
1,800,000
160,000

100,000
1,670,000
210,000
20,000

7.990,000

4,000,000

2,500,000
90,000
500,000
900,000
10,000

4.000.000

100,000100.000

100,000
8,000,000700,000

700,000
7.300.000

4,300,000
3,000,000

10,00010,000

10.000
20,100.0007∞.∞019.400.000

1,616,00016.000
16,000

1,600.000
1.600,000

9,601,000

11,217,000

202,000

22.000

180,000

218.00()

0

600,000
800,000
1,700,000
2,000,000
1,000,000
50,000
160,000
2,200,000
4,000
450,000
350,000
5,000
10,000

60,000
10,000

9.399,000

10,999.000

1,643,00016,000

16,000
1.627.000

1,600,000
27,000

6,210,000

7.853,000

5,000

5,000

21 000

業務委託費
諸謝費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
什器・備品費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水費
賃借料
保険料
諸会費
租税公課
支払手数料
減価償却費

B

′i

2

(1)人

(2)その

(2)その

職員給 与等
(1)人

業務委託費
諸謝費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
賃借料
保険料
広告宣伝費
企画編集費
資料費
支払手数料
雑費
販売品原価

10,

10,

500,

1,040,

400,

260,

400,

40,

490,

20,

32,

3,

300,

300,

000
000
000

000

000
000

000

000

000
000
000

000
000

000

6.205.0001

ヱ832000

2.400,000

19,070,000239.00018.831.000
1,030,000461,0009A

互翌璽豆コ匡菫
=三
二
=三
Iコ



経 常 外 収 益
|

1日定姿産売却益
過年度損益修正益

評 外 収 益 計 |

D

1占 |

`正

修 ||:

≡
~~面~~否~驚

「

~7「~~百~~面~~頭~~¬
ヌ珂 D

経 理 区 分 振 替 額 ・ … 0 461.000 -461 000

法人税.住民税及び事業税

正

+ 1.030.000 1,030,000

3,222,389

+ ヽ 4,252,389

】 経__堂_上 遺

費  用

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一
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書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和9年度 活動予算書 (その他事業が島五場合)
特定非営利活動法人江戸城天守を再建する会

円

合計
その他事業

金  額  小計・合計
特定非営利活動に係る事業

金  額   小計・合計
科 目

8,330,000

5,000,000

100,000

5,900,000

10,000

19,340,000

800,000

ン グ

A

0001

2

0003 取

金

4

000

の5 そ の

30 ()00

10 000

100 000

S(,0 000

10 000

ク ラ ドファンデ

［員
占
貝

］貝

『員

△
〓
ム
〓
△

取

全

4,300,000事業収益

(個人)
(団体 )
(個人)
(団体)
員 (個人)
員 (団体 )

員 (個 人)
員 (団体 )
員 (個 人)
会員 (個人)
外 (特定者)

正

正
準

準

賛

賛

ル

会

会

会

会

助

助

ｔ

|li r:

Il i`ヽ

lill:r、

14:||カ

4,030,000
1,900,000
260,000
200,000
1,700,000
210,000

2,500,000
1,000,000
90,000
500,000
900,000

1,717,00017.(崩
17,000

1,700.000
1,700,000

9,749,000

11、 466,000

24■ ∝Ю

24,000

220,000
261.000

0

500,000
800,000
1,700,000
2,000,000
1,000,000
50,000
160,000

2,400,000
10,000

450,000
350,000
5,000
10,000

60,000
10,000

9.505.000

11,205,000

1,744,00017.000
17,000

1,727.000
1,700,000
27,000

5,090,100

⊆壁 ,■ 00
18.300,100

5.100

5,100

22.100
283,100

(1)人件

B

（
∠

(2)そ の他

(2)そ の

業務委託費
諸謝費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
賃借料
保険料
広告宣伝費
企画編集費
資料費
支払手数料
雑費
販売品原価

業務委託費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
什器・備品費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水費
賃借料
保険料
諸会費
租税公課
支払手数料
減価償却費

(1)人

2,000,000
10,000
10,000

500,000
300,000
400,000
260,000
400,000
40,000
510,000
20,000
32,000
3,000
300,000
300,000

5.085,000

000

1,039,900516 900当 期 経 常 増 減 額 【A】 ― B ・・① 523.000

■■■■■■■■□園亜コ囮
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丁
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【C 経  常 タ 収  島

|:

経 常 外 収 :

D

L

当 期 経 常 タ 増 肪 C D 516 900 -516.900

経 理 区 分 .替 |

法人税 .IL民 及び
正

+ 1.039.900

4,252,389
+ 5,292,289


